
（１）郵送
422-8602 
静岡市葵区追手町５-１
静岡市役所 都市計画課 あて

（２）持参
静岡市役所 静岡庁舎 新館７階
都市計画課
※住所は(１)と同じ

（３）FAX
054-221-1294

（４）電子申請
右のQRコードから

ご意見を提出される際の注意事項

１ 住所と氏名は必ず記入してください。
（「静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則」第５条第４項において、個人の場合は住所・氏名、

法人その他の団体の場合は名称・所在地・代表者の氏名を明らかにすることとされています。）

２ 個人情報については、厳正に管理を行い、「静岡市市民参画の推進に関する条例」に基づく市民参画
手続き以外の目的では使用しません。

３ いただいたご意見は東静岡地区まちづくり基本構想の策定にあたり、参考とします。
また、個人が特定できないように編集したうえで、ご意見の要旨を市ホームページ等で公開する場合
があります。

４ 意見に対する個別の回答はしません。

東静岡地区まちづくり基本構想（案）について

みなさまの
ご意見を
募集します

意見募集期間：令和７年６月10日（火）～７月10日（木）

対象者

提出方法

意見募集の主旨

静岡市内に在住または通勤・通学する方や、
市内の法人、団体など、どなたでも提出できます。

東静岡地区では、アリーナや新県立中央図
書館の整備等が予定され、新しい文化・ス
ポーツの中心となる、まちづくりの絶好の時
機を迎えています。

このたび、東静岡地区がめざす将来像やま
ちづくりの方針、主要プロジェクトなどを「東
静岡地区まちづくり基本構想（案）」としてま
とめましたので、みなさまのご意見をお聞か
せください。

意見募集の対象

下記URLまたはQRコードからご覧ください。

お問合せ先 静岡市役所都市計画課 企画係
（連絡先）054-221-1406

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5698/s012545.html

◎東静岡地区まちづくり基本構想（案）

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5698/s012545.html

